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施　設　長　 様

課　長 主　任 係

（第6条関係）

　②　沖縄市スポーツ協会が主催する行事に利用する場合

 令　和    　　年　　 月　　 日

　⑦　沖縄市又は沖縄市教育委員会が後援する行事に利用する場合

備 考

　③　沖縄市スポーツ少年団が主催する行事に利用する場合

　①　沖縄市又は沖縄市教育委員会が主催又は共催する行事に利用する場合

　⑥　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手

　④　身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体

（ ふ り が な ）
代 表 者 氏 名

　　　障害者手帳その他身体障害者(児)であることを証するものを提示した場合及び

利 用 目 的

利 用 年 月 日

減 免 理 由

利 用 時 間

　　　あることを証するものを提示した場合及びその引率者

　　　減免を申請いたします。

利用料金減免申請書

 利用許可申請（第　　  　　号）しました利用料について、下記理由により沖縄市立総合運動場体育施設

条例第１２号並びに同施行規則第６条の規定により、減免してくださるよう申請します。

　  令　和  　　　　年　　　月　　　日申 請 年 月 日

団 体 名

住 所

利
用
施
設

 　① コザしんきんスタジアム（ □グランド　□会議室　 □多目的室【 大 ・ L ・ R  】）
 　② 投球練習場　　③ 陸上競技場（ □グランド　□会議室【 １ ・ ２ ・ 小会議室 】 ）
 　④ トレーニングルーム　⑤ 体育館（ □アリーナ　□多目的室【 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ 】 ）
 　⑥ 庭球場   ⑦ 武道館（ □剣道場【床】　□柔道場【畳】　□会議室　□指導員室 ）　⑧ 弓道場
   ⑨ サブトラック兼ソフトボール場　　　 ⑩ コザしんきんドーム　　　⑬ 多目的運動場

（職場）

(住宅・携帯）

　至：令和     　 　年　 　月　 　日

　自：　  　　時　　　　　　分

　至：　  　　時　　　　　　分

連　絡　先

　　　　時間

　⑨　沖縄市内高等学校のスポーツ大会及び各部活動で利用する場合

　⑩　沖縄市内小・中・高校生で組織するスポーツクラブが利用する場合

　⑤　児童福祉法に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者

　　　(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者

　自：令和   　 　  年　 　月　 　日

　沖縄市立総合運動場体育施設条例施行規則第６条第４項照明設備、冷房設備、会議
室及び衛生費は減免の対象外とする。ただし、第２項第１号から第３号に規定する団
体及び同項第１１号の指定管理者が特別の理由があると認めた場合は除く。

決
　
裁

　⑧　沖縄市内中学校の各部活動で利用する場合

　※　沖縄市立総合運動場体育施設条例施行規則第６条第２項第　　号の規定により

　　　　日間

 ①　練習(部分・専用）　②　大会（試合）　③　興行  　④ 会議

　　　帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者(児)で

　⑪　指定管理者が特別の理由があると認めた場合

　　　その引率者

　　　更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者


